
   船橋市農業振興地域整備促進協議会運営要領 

 

（設置） 

第１条 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）に基づく

農用地の適正な管理運営を図るため、船橋市農業振興地域整備促進協議会

（以下「協議会」という）を置く。 

（目的） 

第２条 協議会は、農業振興地域の整備に関する法律に定める農業振興地域整備

計画の設定及び計画変更について意見を聴することを目的とする。 

（組織） 

第３条 協議会は、次の機関及び団体の代表者等で組織する。 

    （１）船橋市農業委員会 

    （２）船橋市農業委員会事務局 

    （３）農業振興地域内の選挙選出農業委員 

    （４）農業振興地域内の農家組合 

    （５）市川市農業協同組合 

    （６）船橋市経済部 

（会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長を置く。 

    ２．会長は経済部長とし、副会長は農水産課長とする。 

（協議会の召集及び議長） 

第５条 協議会の召集は、会長が召集し、議長は会長が指名した者とする。 

（事務局） 

第６条 協議会の事務局は、船橋市経済部農水産課内に置く。 

（その他） 

第７条 この要領に定めるもののほか協議会の運営について必要な事項は、会長

が別に定めるものとする。 

 

 

付 則 この要領は、昭和６３年１０月１日から施行する。 

付 則  この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

付 則  この要領は、平成１６年７月１日から施行する。 

 

 


